
 お申し込み先 

 

福井県内の学校・地方自治体・企業・地域の団体又は任意のグ

ループ（おおむね１０人以上）

 出前講座メニューから希望する「講座名」を選択し、申込書に

必要事項を記入の上、開催希望日の３週間前までに、直接持参・

郵送・FAX・電話等により、当局総務課へお申し込みください。 

 会場は申込者でご用意ください（なお、会場が用意できない場

合は、当局の会議室を利用できるよう調整しますが、ご要望に

応じられないこともありますので、ご了承ください。）。 

 １講座あたり６０分程度（希望により調整できます。）。 

※時間帯は、平日の午前１０時から午後５時まで。

  講師の派遣費用や資料代は無料 

営利、宗教活動又は政治活動を目的とする場合等、本講座の趣

旨に反する場合には、お受けできませんのでご了承ください。 

１ 受 講 対 象 者

２ 申 込 方 法

３ 会 場

４ 講座実施時間

５ 講 座 の 費 用

６ そ の 他

福井地方法務局総務課 
福井市春山１丁目１－５４ 

TEL：０７７６－２２－５０９０ 

FAX：０７７６－２８－７１１８ 

Mail：soumu01_fukui@moj.go.jp 

人権イメージキャラクター 

人ＫＥＮあゆみちゃん 

人権イメージキャラクター 

人ＫＥＮまもる君 

https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/page000001_01147.docx


講座名 講座の内容

1 従業員の人権を守るために

企業の社会的責任として、従業員の人権を守ることは
欠かせません。企業においてセクハラ・パワハラの人
権問題が発生した場合の対応について、ＤＶＤを使用
して分かりやすく説明します。

2 女性の人権を守るために
配偶者等からの暴力、性的な嫌がらせ（セクハラ）な
ど、様々な女性の人権問題と、女性の人権を守るため
の方法について説明します。

3 子どもの人権を守るために

「いじめ」を苦に自殺、育児放棄で乳幼児が衰弱死、
体罰で児童・生徒が重傷、児童ポルノで犯人逮捕な
ど、様々な子どもの人権問題と、子どもの人権を守る
ための方法について説明します。

4 高齢者、障がい者の人権を守るために

高齢者や障がい者に対する就職差別やアパートへの入
居拒否、介護者等からの身体的・精神的な虐待、詐欺
商法や振り込め詐欺など、様々な高齢者や障がい者の
人権問題と、高齢者や障がい者の人権を守るための方
法について説明します。

5 考えよう！インターネットと人権
インターネットを悪用した人権侵害が数多く発生して
います。小中高校生向けのインターネットに関する正
しいルールと知識をご説明します。

●このメニューは参考例ですので、内容の追加・変更や複数のテーマを組み合わせることが可能で
す。
●講座時間は基本的に６０分程度となりますが、内容により調整できます。

人権に関する出前講座メニュー
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